
★

都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
行
為
等
の
許
可
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
（
規
則
第
三
号
）
（
都
市
環
境
整
備
課
）

一

改
正
の
要
旨

都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
行
為
等
の
許
可
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
区
域
の

指
定
に
関
す
る
条
項
の
整
理
を
行
っ
た
。

二

施
行
期
日

令
和
四
年
四
月
一
日


